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D-479 ホルター型心電図検査（狭心症） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、狭心症に対するホルター型心電図検査の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 一過性の心電図変化の解析は、通常の 12 誘導心電図のみでは不十分で

あり、狭心症に対する長時間心電図を記録して解析するホルター型心電図

検査の算定は認められると整理した。 

 


